
業 務 仕 様 書 

 

１ 件  名  令和８年度盛岡市保健所防火設備点検業務委託 

 

２ 履行期間 

  （自）契約締結日の翌日 （至）令和９年３月31日 

 

３ 履行場所 

  盛岡市神明町３番29号 （施設名：盛岡市保健所） 

  

４ 業務内容 

(1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第12条第４項の規定に基づく防火設備についての点検

（以下、「防火設備点検」という）。 

ア 内容 

防火設備の点検（復旧作業含む）及び報告書の作成 

イ 対象となる防火設備 

点検対象施設に設置してある防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチ

ャー等（平成28年国土交通省告示第723号の点検が必要なもの全て）。設置台数は、現地調査

により再確認すること（別添「防火設備表」は参考数量とし、現況で設置してある防火設備

を点検対象とする）。  

なお、点検の期間内において、工事等があり点検できない設備については、原則点検不要

とする。 

ウ 実施日時等 

  受注者は発注者と協議し、次の期間内において実施日時を決定すること。また、決定した

実施日時について、あらかじめ発注者に報告すること。 

    点検実施期間：令和８年６月１日から令和９年３月31日まで 

  エ 点検方法 

    一般財団法人日本建築防災協会編集の「防火設備定期検査業務基準（最新版）」による。 

オ 報告 

 (ｱ) 防火設備等点検結果の報告 

各点検が終了した際には、点検施設ごとに防火設備点検結果報告書を作成し、次のとお

り提出すること。 

ａ 提出方法 

  Ａ４版（Ａ４サイズに折込み可）で２部作成し、点検施設及び発注者に各１部提出す

ること。また、電子データ化して電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）に記録のうえ提出すること。 

ｂ 提出期限 

  令和９年３月31日 

C 作成書類 



指定する様式により点検報告書、各防火設備の点検結果表、点検結果図、要是正箇所の

写真を作成すること。作成内容の詳細は、建築基準法施行規則第６条第３項に定める様

式（第三十六号の八様式及び各防火設備の検査結果表（別記第一～四号様式）、検査結果

図（別添１様式）、要是正箇所の写真（別添２様式））に準じること。 

点検結果図は、簡略的な平面図で支障ないが、該当する防火設備の位置が把握できる内

容とすること。  

 (ｲ) 緊急対応事項の報告 

    検査時において緊急的に修繕等の対応が必要になったものは、速やかに発注者へ報告する 

こと。 

(2) 防火設備不具合是正の助言等 

検査の結果、不具合が発見された場合は、是正のために必要な対応について助言すること。 

 

５ その他 

(1) 点検の実施に当たっては、施設利用者の安全に特に注意するとともに、建物、設備等に損壊、

損傷を与えないよう充分注意すること。また、点検実施の際に現状を変化させた設備等につい

ては、点検前の状態に復旧すること。 

 (2) 防火設備点検結果報告書の作成にあたり調査が困難な項目がある場合は、発注者と協議を行

うこと。 

 (3) 防火設備の点検作業は、建築基準法で定められた有資格者により行うこと。 

 (4) その他、関係法令を遵守し業務を行うこと。 

 


